
 

令和２年３月から 

生活安全関係申請等の受付時間が 
 

午前９時から午後０時 

午後１時から午後５時 
 

となります。 

 皆様のご理解とご協力をお願いします。 

対象は、風営法関係の営業・質屋営業・古物営業・金属

くず営業・インターネット異性紹介事業・警備業・探偵業・

銃砲火薬類の許可、認定、登録に係る申請及び届出です。 
 

 

 

お問い合わせ先 
福井県警察本部生活安全部生活環境課 
（電話 ０７７６－２２－２８８０） 
各警察署生活安全係 

生活安全関係申請等の 

受付時間について 


